
事　業　名 期　　日 備　　考 時　　間 場　　所 対　象　者 

乳幼児健康相談 
 
栄養相談 
みそ汁の塩分測定 
 
 
もぐもぐ（離乳食）教室 
 
マタニティクッキング 
パパママクラス 

健康相談 
 
成人歯科健診 
歯科相談 
男性の料理教室 
 
 
 
食生活改善講習会 
 
 
 
 
 

献血 
 
 
 
 

こころの健康相談 
 
 
 
 
麻しん・風しん混合 
予防接種 
 
医療機関での 
個別接種 
 
 
 
 

日本脳炎予防接種 
 
医療機関での 
個別接種

 
 
 

乳幼児の保護者 
  
市民 
 

　4　か月健診を受けられ
たお子さんの保護者  
妊婦の方 
妊婦と夫 
 

市民  
 
市内在住の男性 
鶴里町・曽木町 
土岐津町 
肥田町 

泉町  
下石町・妻木町 
駄知町 
 
16歳以上69歳以下の方 
65歳以上は、60～64歳
の間に献血経験のある
方 
 

不眠・ふさぎ込む・怒
りっぽい・認知症など
でお悩みの方  
 
 
平成17年　5　月以前に生
まれた　2　歳未満のお子
さん 
 
 
平成19年度に小学校入
学予定の幼児 
 
 
 
・満　3　歳以上　7　歳半未
満のお子さん 

・小学校　4　年生 

　5　月26日（金）  
 
　5　月29日（月） 
 
 
　5　月31日（水） 
 
　6　月　2　日（金） 
　6　月　4　日（日） 
 

　5　月29日（月）  
 
　5　月21日（日） 
　6　月　8　日（木） 
　6　月　9　日（金） 
　6　月15日（木） 
　6　月16日（金） 
　6　月20日（火） 
　6　月22日（木） 
　6　月27日（火） 
 

　5　月22日（月）  
 

　5　月26日（金）  

　5　月23日（火）  

　5　月26日（金） 

午前10時～11時30分  

午前10時～11時30分 
午後　1　時30分～　3　時  
 
午後　1　時～　3　時30分 
 
午前10時～午後　1　時 
午後　1　時～　3　時 

午後　1　時15分～　2　時  

午後　1　時15分～　2　時30分  
午前10時～午後　1　時 
 
 
 
午前10時～午後　1　時 
 
 
 

午前10時～11時30分  

午後　1　時～　3　時  

午前10時～午後　3　時  
 

午後　1　時～　3　時 

 
 
 
 

保健センター  
 
 
 
 
 
 
保健センター 
 
 
鶴里公民館 
保健センター 
肥田公民館 

保健センター  
妻木公民館 
駄知公民館 
土岐美濃焼卸
センター 
ポリテクセン
ター岐阜 
中部国際自動
車大学校 

東濃保健所  

保健センター 

相談員 
・保健師・管理栄養士 
※みそ汁の塩分測定を希望
の方は、当日朝の、みそ汁
を50ml程お持ちください。 
定員20人 
※もぐもぐ教室は、先着10
人まで託児可能 
開催日の　2　日前までにお申
し込みください。 
血圧測定 
尿検査など 
歯の健診・相談 
歯みがき指導 
 
 
定員20人 
開催日の　1　週間前までに保
健センターへお申し込みく
ださい。 
 
 
 
 
 
持ち物：献血手帳 
 
 
要予約 
東濃保健所（　○23 1111・内
線362） 
または、保健センター 

　1　．麻しん、風しんいずれにもかかったことがなく、いずれの予防接種も受けたことがないお
子さんは、　5　月15日（月）までに保健センターへお申し込みください。 
※接種は、　6　月からですが、　5　月25日以降に申し込みされた医療機関で、接種日時を予約して
ください。 
　2　．麻しん、風しんのいずれか一方にかかったことがある場合や、いずれか一方の予防接種を
受けたことがある場合は、単独ワクチンの接種となりますので、保健センターへお問い合わせ
ください。 
※麻しん、風しんいずれにもかかったことがなく、いずれの予防接種も受けたことがないお子
さんは、　5　月15日（月）までに保健センターへお問い合わせください。 
平成17年　5　月30日厚生労働省から、日本脳炎ワクチンとＡＤＥＭ（急性散存生脳脊髄炎）の因
果関係が認められ、接種を差し控えるように勧告が出されているため、引き続き接種を差し控
えられることをお勧めしますが、「定期の予防接種対象者で、感染するおそれが高いなど、そ
の保護者が接種を特に希望する場合は、接種の効果および副反応を理解し、予防接種実施に関
する同意を得た上で、現行のワクチン接種を行うことは差し支えない」とされていますので特
に接種を希望される場合は、保健センターまでご連絡ください。 
※戸外へ出る時には、念のため、できる限り長袖、長ズボンを身につけるなど、ウィルスを持
った蚊に刺されないよう十分な注意をすることをお勧めします。 
※ 接種が再開された場合は、広報とき・土岐市のホームページなどでお知らせします。 

（　　　　　　　） 

（　　　　　　　） 

結核予防法が一部改正され、結核検診の対象年齢は、65歳以上となりました。これは、結核の発生が高
齢者に多いからです。しかし、この地域は、罹患率（新たに患者が発生した割合）の高い地域であり、結
核に罹るリスクが大きいこと、また40～50歳代の方の結核の罹患もあることから、土岐市では、40歳以上
の方を対象に検診を行います。そのため、39歳以下の方は、市の結核住民検診を受けていただくことはで
きません。しかし、長引く咳など気になる症状がある場合は、早めに医療機関に受診されることをお勧め
します。 
昨年度までにご登録いただいている39歳以下の方には、40歳になられる年度より個人通知をいたします。 
また、現在ご登録いただいている40歳以上（昭和42年　4　月　1　日以前生まれ）の方には、　7　月下旬に個人

通知をいたします。 

 


